
こどもの予防接種 ～こどもを感染症から守るために、予防接種を受けましょう～ 定期予防接種は定められた

接種期間であれば

無料で接種できます

【注意事項】
・大分県内の契約医療機関であれば同様に接種できま

す。

・体調の良い時に予防接種しましょう。

・予防接種する前には説明書を読んでおきましょう。

・母子健康手帳も持って行きましょう。

【日本脳炎特例対象者】
平成７（1995）年4月2日～平成19年（2007）年

4月1日生まれの人で、4回の接種を受けていない人は、

20歳未満であれば定期接種として残りの回数分を受

けることが可能です。

また、平成19（2007）年4月2日～平成21

（2009）年10月1日生まれの人に対しても、9歳～

13歳未満の間に、第1期（3回）の不足分を定期接種

として接種できます。

【異なる種類のワクチンを接種する際の

接種間隔ルール】

★接種間隔における3つのルール★
①注射生ワクチンから次の注射生ワクチンの

接種までは27日以上の間隔をおく

②同じ種類のワクチン接種を複数回受ける場

合は、ワクチンごとに決められた間隔を守る

③発熱や接種部位の腫れがないこと、体調が

良いことを確認し、かかりつけ医に相談の

上、接種すること

3つのルールを守れば、次のワクチンの接種を受ける

までの間隔に制限はありません。（新型コロナワクチ

ンを除く）進め方は、かかりつけ医にご相談ください。

【新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔】
R4年4月現在、新型コロナウイルスワクチンを接種す

る場合は、新型コロナワクチン接種日の前後2週間は

他のワクチンを打つことができませんのでご注意くだ

さい。

四種混合予防接種の追加接種まで終了（計4

回）しているお子さんが対象です。終了して

いないお子さんは不足分の接種終了後、6月

あけて接種します。



※津久見中央病院の高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌ワクチンは、「かかりつけ」の方のみ実施しています。

※小手川内科クリニックは小学生以上が対象です。

※ワクチンの在庫等ありますので、事前にご予約をしてください。

高齢者肺炎球菌ワクチン（２３価肺炎球菌ワクチン）を接種したことがない方を

対象に、1人１回、定期接種の機会を設けています。

今までにこのワクチンを過去に接種した方（自費で接種した方も含む）は対象

外です。

【接種期間】令和4年4月1日～令和5年3月31日
【令和4年度の定期接種対象者】

●今までにこのワクチンを接種したことがない①、②の方

（自費接種の場合も対象外です）
●①令和4年度中（令和5年4月1日まで）に以下の年齢になる方

・065歳：昭和32年4月2日 ～ 昭和33年4月1日 生まれの方

・070歳：昭和27年4月2日 ～ 昭和28年4月1日 生まれの方

・075歳：昭和22年4月2日 ～ 昭和23年4月1日 生まれの方

・080歳：昭和17年4月2日 ～ 昭和18年4月1日 生まれの方

・085歳：昭和12年4月2日 ～ 昭和13年4月1日 生まれの方

・090歳：昭和07年4月2日 ～ 昭和08年4月1日 生まれの方

・095歳：昭和 2年4月2日 ～ 昭和03年4月1日 生まれの方

・100歳：大正11年4月2日 ～ 大正12年4月1日 生まれの方

②※１の対象の方

【自己負担額】 3,500円 ※生活保護受給者については全額助成

疾病の感染予防、病状の軽減および重症化の防止を図ることを目的に、

令和４年１０月１日からインフルエンザの予防接種に対する助成を行います。

【接種期間】令和4年10月1日～令和5年1月31日

【対象者】 ①接種時に６５歳以上の方

②※１の対象の方

【接種回数】（助成回数） 期間内に１回

【自己負担額】 1,500円 ※生活保護受給者については全額助成

高齢者インフルエンザワクチン定期接種高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種

※１ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、若しくは呼吸器の機能

又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方も対象です

（身体障害者手帳1級相当、身体障害者手帳を医療機関の窓口に提示してください）

【注意事項】

・健康保険証または生活保護受給証明書を持参してください

・事前に医療機関に電話予約をしてください



　　　　　　　　　　　　　　　　

不妊治療に必要な経費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、次世代育成の

推進を図ります。詳しくは健康推進課までお問い合わせください。

不妊治療費助成

不育症治療費助成

津久見市では、不育症治療費に対する助成を行っています。「不育症」とは、妊娠をして

も、流産や死産、新生児死亡などを繰り返して、結果的に子どもを持てない状態のことです。
【対象者：①、②に該当する者】
①本市に１年以上住民票を有し、法律上の婚姻をして１年以上経過した夫婦

②一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の

能力を有する医療機関により不育症を診断され、治療を受けた者
【助成対象経費・助成金額】

不育治療を開始した日から当該妊娠に関する出産、流産または死産に伴う治療が終了するまでの
間の経費。助成金額は３０万円を上限とします。詳しくは健康推進課までお問い合わせください。

風しんの免疫を持っていない女性が妊娠初期に風しんに感染すると、白内障、先天性心疾患、

難聴などの症状がある「先天性風しん症候群」の子どもが生まれる可能性があります。津久

見市では、「風しん」の流行を未然に防ぐとともに、女性が安心して妊娠・出産を迎えられ

るよう、成人の風しん予防接種の一部を助成します。
【助成対象】

接種時に津久見市に住民票がある方のうち次のいずれかに該当する方

◆２０歳以上４９歳以下の妊娠を予定又は希望している女性とその夫（事実婚を含む）

◆妊娠している女性の夫（事実婚を含む）

※妊婦、風しんにかかったことがある人、風しんを含む予防接種を２回以上
接種している人は対象外です

【助成内容】

麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン 上限５，０００円（助成は１人１回限り）
※風しん単独ワクチンは対象外です

【助成の申請期間】
接種日より１年以内（この期間を過ぎてから申請しますと対象外になります）

大人の風しんの予防接種の助成
【助成の流れ】
①助成対象者であることを確認したのち、予防接種を受け、医療機関窓口で接種費用

を全額お支払ください。
②津久見市健康推進課窓口の下記の必要書類等を持参のうえ、助成金交付申請書を提

出してください。
③申請書等を審査し、後日指定された金融機関の口座に助成金を振り込みます。

【必要書類】
①医療機関が発行した領収書（支払金額・接種者名・接種日・接種ワクチンが明記さ

れているもの、領収書で予防接種の種類が確認できない場合は予診票の写し）
②母子健康手帳（妊婦の夫が接種した場合のみ「子の保護者欄」写しが必要）
③助成対象接種者の金融機関の口座番号が分かるもの（通帳など）

【注意事項】
・あらかじめ約１か月間避妊した後、接種してください。

・予防接種後、約２か月は妊娠しないよう注意してください。

子宮頸がん予防ワクチン・子宮頸がん検診について

子宮頸がんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しか

し、重大な副作用が見られたことから、平成２５年度から令和３年度に予防接種のお

知らせ（積極的勧奨）を控えておりました。この時期に公的な接種を受ける機会を逃

してしまった平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性（令和４年度に１

７歳～２５歳になる女性）は、救済措置としてキャッチアップ接種（救済措置接種）

を行うことが決定しました。４月以降お知らせを送付いたしますので、詳細はそちら

をご覧ください。

平成9年4月2日～平成17年4月1日生まれの女性
（令和４年度に１７歳～２５歳になる女性）

令和４年４月～令和７年３月の間、上記対象の女性の方は、定期接種（公費）として無料で予

防接種を受けることができます。対象の方には後日お知らせをお送りいたしますので、ご覧くだ

さい。また、子宮頸がんはワクチンのみならず、２年に１回子宮頸がん検診を受けることで、前

がん状態（がんになる前の状態）の異形成を早期に発見することができます。ワクチン接種をさ

れた方でも２０歳を過ぎたら２年に１回子宮頸がん検診を受けるようにしてください。

不妊検査費（妊活応援検診費）助成

子どもを望むご夫婦の妊活を支援するため、不妊検査にかかる費用の一部を

助成します。
【対象者】
下記の①～③全てを満たす方（令和３年１月１日以降に終了した検査から適用）

①検査開始日に法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であること

②検査開始日の妻の年齢が43歳未満であること
③申請時に、夫婦両方又は一方が大分県内に住民票登録があること

【助成金額】
不妊検査に要した費用の自己負担額について夫婦1組につき上限3万円

【問合せ先等】

詳細は大分県ＨＰをご覧になるか、下記へお問合せください。
大分県福祉保健部こども未来課 ☎097-506-2718


